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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　個人保護装置用のストラップ保持用装置であって、
　第１のフレーム部及び第２のフレーム部を有するフレームと、
　該フレームの前記第１のフレーム部に枢動可能かつ一体的に接続された第１の端部、及
び前記フレームに接続されていない第２の端部を有する保持タブと、
　前記保持タブの前記第２の端部と、前記第２のフレーム部との間のストラップチャネル
と、
　該フレームに一体的に接続され、かつ該保持タブに向かって可動な第１の作動要素を含
む第１の作動アームと、
　前記ストラップチャネル内に配置され、前記第２のフレーム部に巻き付けられるストラ
ップと、を含み、
　該第１の作動要素は、第１の平面において、中立位置から作動位置まで可動であり、該
作動位置において、該第１の作動要素により該保持タブが該第１の平面に対して実質的に
垂直である第２の平面において動かされ、前記保持タブは、中立位置において前記ストラ
ップを前記第２のフレーム部に対して挟持し、
　該フレームと該保持タブと該第１の作動アームとが一体的に成形されている、ストラッ
プ保持用装置。
【請求項２】
　レスピレータ用のハーネス組立体であって、
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　第１のストラップ保持用装置及び第２のストラップ保持用装置であって、それぞれは、
第１のフレーム部及び第２のフレーム部を有するフレームと、該フレームの第１のフレー
ム部に枢動可能かつ一体的に接続された第１の端部、及び前記フレームに接続されていな
い第２の端部を有する保持タブと、ストラップチャネルと、該フレームに一体的に接続さ
れ、かつ第１の作動斜面を含む第１の作動アームと、を含み、該第１の作動斜面は、第１
の平面において、中立位置から作動位置に可動であり、該作動位置において、該第１の作
動斜面が該保持タブの表面に接触し、かつ、該第１の作動斜面により該保持タブが、該第
１の平面に対して垂直である第２の平面において動かされ、第１のストラップ保持用装置
及び第２のストラップ保持用装置のそれぞれにおいて該フレームと該保持タブと該第１の
作動アームとが一体的に成形されている、第１のストラップ保持用装置及び第２のストラ
ップ保持用装置と、
　該第１のストラップ保持具のストラップチャネル内において、該第１のストラップ保持
具の該フレームの一部の周りに位置付けられた第１のストラップと、
　該第２のストラップ保持具のストラップチャネル内において、該第２のストラップ保持
用装置の該フレームの一部の周りに位置付けられた第２のストラップと、を含み、
　該第１のストラップ保持用装置は、第１の取り付け要素を含み、該第２のストラップ保
持用装置は、第２の取り付け要素を含み、該第１の取り付け要素は、該第２の取り付け要
素に取り付け可能であり、前記第１及び第２のストラップ保持用装置の前記保持タブは、
中立位置において前記ストラップを前記第２のフレーム部に対して挟持する、ハーネス組
立体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、ストラップ保持用装置、詳細には、保持用タブに係合し得る作動アームを有
する個人保護具用のストラップ保持用装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　個人保護装置は、多くの場合、この装置を使用者の周りの適切な位置に固定するための
１つ以上のストラップを含む。例えば、使用者の鼻及び口を覆う呼吸保護装置は、多くの
場合、使用者の頭部の周囲に延在する１つ以上のストラップを含む。所望のフィット性を
維持するために、ストラップは、伸縮性があり得る、又は特定の使用者に好適な長さに調
整可能であり得る。ストラップの長さ又は張力を手動で調整し得る場合もある、様々なス
トラップ保持装置及びバックルが提供されてきた。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　本開示は、フレームと、フレームに枢動可能に接続された保持タブと、フレームに接続
され、かつ第１の作動要素を含む第１の作動アームと、を含み、第１の作動要素は、保持
タブに向かって可動である、個人保護装置用のストラップ保持用装置を提供する。第１の
作動要素は、第１の平面において、中立位置から作動位置まで可動であり、作動位置にお
いて、第１の作動要素により保持タブが第１の平面に対して実質的に垂直である第２の平
面において動かされる。例示的実施形態では、第１の作動要素は、斜面であり、第１の作
動要素は、作動位置において、保持タブの傾斜面に接触する。様々な例示的実施形態では
、フレーム、ストラップ保持タブ、及び作動アームは、一体的に形成されている。
【０００４】
　本開示は、第１のストラップ保持用装置及び第２のストラップ保持用装置であって、そ
れぞれは、フレームと、フレームに枢動可能に接続された保持タブと、ストラップチャネ
ルと、フレームに接続され、かつ第１の作動斜面を含む第１の作動アームと、を含み、第
１の作動斜面は、第１の平面において、中立位置から作動位置に可動であり、作動位置に
おいて、第１の作動斜面が保持タブの表面に接触し、かつ、第１の作動斜面により保持タ
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ブが、第１の平面に対して垂直である第２の平面において動かされる、第１のストラップ
保持用装置及び第２のストラップ保持用装置と、第１のストラップ保持具のストラップチ
ャネル内において、第１のストラップ保持具のフレームの一部の周りに位置付けられた第
１のストラップと、第２のストラップ保持具のストラップチャネル内において、第２のス
トラップ保持用装置のフレームの一部の周りに位置付けられた第２のストラップと、を含
む、レスピレータ用のハーネス組立体を更に提供する。第１のストラップ保持用装置は、
第１の取り付け要素を含み、第２のストラップ保持用装置は、第２の取り付け要素を含み
、第１の取り付け要素は、第２の取り付け要素に取り付け可能である。
【０００５】
　上記の課題を解決するための手段は、開示されたそれぞれの実施形態又はあらゆる実施
を記述するようには意図されていない。以下の図面及び発明を実施するための形態は、実
例となる実施形態を、より詳細に例示するものである。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
　本開示は、添付図面を参照して更に説明されるが、その際、同様の構造は、いくつかの
図面を通して同様の数字によって参照される。
【図１】本開示によるストラップ保持用装置を含む例示的な個人保護装置の側面図である
。
【図２】本開示による例示的なストラップ保持用装置の正面斜視図である。
【図３】本開示による例示的なストラップ保持用装置の後面斜視図である。
【図４】中立又は保持位置にある、本開示による例示的なストラップ保持用装置及びスト
ラップの正面斜視図である。
【図５】作動位置にある、本開示による例示的なストラップ保持用装置及びストラップの
正面斜視図である。
【図６】保持位置にある、本開示による例示的なストラップ保持用装置の正面斜視図であ
る。
【図７】作動位置にある、本開示による例示的なストラップ保持用装置の正面斜視図であ
る。
【図８】取り付けられるように構成されている、本開示による例示的な第１及び第２のス
トラップ保持用装置の正面斜視図である。
【図９】本開示による例示的なストラップ保持用装置の正面斜視図である。
【図１０】本開示による例示的なストラップ保持用装置の後面斜視図である。
【図１１】作動位置（activated position）にある、本開示による例示的なストラップ保
持用装置の正面斜視図である。
【０００７】
　上記の図面は、開示される主題の様々な実施形態を記載するが、他の実施形態もまた企
図される。全ての場合において、本開示は、制限事項としてではなく、代表的な例として
、開示された主題を提示する。本開示の原則の範囲内及び趣旨内に含まれる他の多くの修
正及び実施形態を当業者が考案し得ると理解すべきである。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　本開示は、個人保護具ストラップ保持用装置を提供する。ストラップ保持用装置は、保
持用タブ及び１つ以上の作動アームを含む。保持用タブは、ストラップに力を加え、スト
ラップがストラップ保持用装置を通って摺動する能力を制限する。１つ以上の作動タブは
、屈曲されて、保持用タブを上げ、ストラップが保持用装置を通ってより自由に摺動でき
るようにし得る。本開示による例示的なストラップ保持用装置は、ストラップを所望の位
置で確実に維持するが、使用者が、１つ以上の作動アームを動作させることにより、スト
ラップの長さを迅速かつ容易に調整できるようにする。
【０００９】
　図１は、例示的なストラップ保持用装置１００ａ、１００ｂ、１００ｃを含む例示的な
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個人保護装置１０を示す。個人保護装置１０は、マスク本体２０及びハーネス組立体３０
を含む呼吸保護装置である。マスク本体は、硬質又は半硬質部２０ａと、顔接触部２０ｂ
と、を含み得る。顔接触部２０ｂは、快適なフィット性を提供し、かつ着用者の顔に対し
て密着し、外気の進入を防止することができる、柔らかい、又は適合性のある材料から形
成され得る。頭部ハーネス組立体は、上部ストラップ４０ａ及び下部ストラップ４０ｂな
どの１つ以上のストラップ４０を含み、着用者の鼻及び口を覆った使用位置に呼吸保護装
置１０を固定し得る。上部ストラップ４０ａ及び下部ストラップ４０ｂは、マスク本体２
０のループ又は取り付け要素を通過する、単一の連続した一体式のストラップの一部であ
ってもよく、又は、それぞれがマスク本体２０に取り付けられた別個の個々のストラップ
であってもよい。例示的実施形態では、ハーネス組立体３０は、着用者の頭頂部の周りで
概ねフィットするように構成されているストラップ支持体３５を含む。ストラップ支持体
３５は、任意の好適な材料から作製されてもよく、いくつかの実施形態では、縁なし帽、
ヘルメット、フード、つばなし帽、網、又は他の好適なストラップ支持体などの頭部カバ
ーであってもよい。上部ストラップ４０ａ及び下部ストラップ４０ｂは、適切に引っ張ら
れ、これにより、マスク本体２０の顔接触部２０ｂが適宜、位置付けられ、かつ／又は着
用者の顔に対して密着され得る。
【００１０】
　例示的実施形態では、ハーネス組立体３０は、ストラップ支持体３５に取り付けられた
第１のストラップ保持用装置１００ａを含み、例えば、上部ストラップ４０ａの調整を可
能にする。第２のストラップ保持用装置１００ｂは、着用者の頚部の後部に近接して位置
付けられ、例えば、下部ストラップ４０ｂの調整を可能にしてもよい。いくつかの例示的
実施形態では、第２のストラップ保持用装置は、着用者の頭部の反対側における別の下部
ストラップの調整を可能にする第３の保持用装置１００ｃに取り付けられるように構成さ
れている。ストラップ保持用装置１００ａ、１００ｂ、及び／又は１００ｃは、例えば、
マスク本体２０とストラップ支持体３５との間のストラップ４０の所望の長さを維持し、
一方、より詳細を下記に示すように、ストラップ４０の所望の長さに迅速かつ容易に調整
されることを可能にする。米国特許出願第１３／７５７，３３７号、発明の名称Ｒｅｓｐ
ｉｒａｔｏｒｙ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｈａｒｎｅｓｓ　Ａｓｓｅｍｂ
ｌｙは、ハーネス組立体及びハーネス組立体用の取り付け要素の様々な実施形態に対処し
、参照により本明細書に援用される。
【００１１】
　図２及び３は、本開示による例示的なストラップ保持用装置２００を示す。ストラップ
保持用装置２００は、フレーム２１０と、保持用タブ２２０と、フレーム２１０に取り付
けられた作動アーム２３０ａと、を含む。作動アーム２３０ａは、保持用タブ２２０に係
合し、ストラップ保持用装置２００を通って位置付けられたストラップ（図示せず）に対
して保持用タブ２２０により加えられる力を低減し得る。
【００１２】
　例示的実施形態では、フレーム２１０は、基部を提供し、この基部に対してストラップ
保持用装置２００の様々な部が動いてもよく、また、フレーム２１０は、第１のフレーム
部２１０ａ、及び第１のフレーム部２１０ａに対して離間した関係にある第２のフレーム
部２１０ｂを含んでもよい。第１及び第２のフレーム部は、第３のフレーム部２１０ｃ及
び第４のフレーム部２１０ｄによって接続される。以下で更に記載するように、第１のフ
レーム部２１０ａ、第２のフレーム部２１０ｂ、第３のフレーム部２１０ｃ、及び第４の
フレーム部２１０ｄは、概ね四角形又は矩形の構成を形成し、かつ、ストラップが通過す
るためのストラップチャネル２２８を部分的に画定する。第２のフレーム部２１０ｂは、
ストラップが第２のフレーム部２１０ｂに巻き付けられるように位置付けられ、かつ基部
を提供し、この基部に対して、保持用タブ２２０が、ストラップを挟持し、又はストラッ
プに力を加えて、所望の長さにストラップを保持し得る。
【００１３】
　図２の例示的実施形態では、フレーム２１０は、４つの実質的に真っ直ぐのフレーム部
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を含み、それぞれのフレーム部は、およそ９０度の角度で隣接するフレーム部材に結合し
ている。他の例示的実施形態では、フレーム２１０は、弓形を示し、かつ９０度以外の角
度で隣接するフレーム部材に結合し得る、１つ、２つ、３つ、４つ、又は４つ超のフレー
ム部を含んでもよい。例示的実施形態では、フレーム２１０は、例えば、第３のフレーム
部２１０ｃを除く３つのフレーム部を含み、これにより、ストラップは、より容易に、ス
トラップ保持用装置２００内に位置付けられ得、又はストラップ保持用装置２００から取
り外され得る。
【００１４】
　保持用タブ２２０は、フレーム２１０、例えば、フレーム部２１０ａから延在する。例
示的実施形態では、保持用タブ２２０は、厚さｔによって分けられる第１の主面と第２の
主面とを含み、フレーム部２１０ａから離れ、かつフレーム部２１０ａ及び／又はフレー
ム部２１０ｂ、２１０ｃ、２１０ｄから概ね上方に延在する、傾斜面又は傾斜部２２０ａ
を含み得る。保持用タブ２２０は、１つ以上の保持用機構２２９を含む挟持部２２０ｂを
更に含んでもよい。保持用機構２２９は、凹凸面、鋭い角部、鋸歯状縁部、及び／又は付
加的な摩擦又は接触をもたらしてストラップを保持し得る他の機構を含み得る。例示的実
施形態では、保持用タブ２２０は、カンチレバー構成を示し、これにより、第１の端部２
２１は、フレーム２１０、例えば、第１のフレーム部２１０ａに接続され、一方、第１の
側部２２３及び第２の側部２２４、並びに第２の端部２２２は、フレーム２１０に接続さ
れていない。
【００１５】
　例示的実施形態では、保持用タブ２２０は、フレーム部２１０ａに枢動可能に接続され
ており、これにより、保持用タブ２２０は、例えば、軸線１－１などの軸線に対して枢動
又は回転し得る。図２の実施形態では、軸線１－１は、保持用タブ２２０と第１のフレー
ム部２１０ａとの間の接続部に近接する。他の例示的実施形態では、保持用タブ２２０は
、フレーム２１０の１つ以上の他の部分に接続してもよく、これにより、軸線は、保持用
タブ２２０の中央位置に近接し、一方、第１の端部２２１及び第２の端部２２２の２つと
も、フレーム２１０に接続されておらず、かつ枢動又は回転することができる。
【００１６】
　ストラップ保持用装置２００は、作動されて保持用タブ２２０を操作し得る１つ以上の
作動アームを含む。例示的実施形態では、ストラップ保持用装置２００は、フレーム２１
０、例えば、第１のフレーム部２１０ａ又は第３のフレーム部２１０ｃに接続された第１
の作動アーム２３０ａを含む。第１の作動アーム２３０ａは、フレーム２１０に接続され
た第１の端部２３１ａを含み、かつフレーム２１０からのカンチレバーとして延在する。
使用者が保持用タブ２２０に向かってアーム２３０ａを圧搾するなどして、アーム２３０
ａの長さに沿って力を加えることで、アーム２３０ａは、第１の端部２３１ａの周りで曲
がる、又は屈曲する。例示的実施形態では、第２の作動アーム２３０ｂは、フレーム２１
０、例えば、第１のフレーム部２１０ａ又は第４のフレーム部２１０ｄに同様に接続され
、かつ第１の作動アーム２３０ａに概ね類似する。
【００１７】
　アーム２３０ａ、２３０ｂは、図２に示す位置のような中立又は保持位置に向かって付
勢され、これにより、外力が除かれると、アーム２３０は、中立又は保持位置に戻る。例
示的実施形態では、アーム２３０ａは、使用者によって圧搾も押圧もされないとき、完全
な中立位置に戻る。いくつかの例示的実施形態では、アーム２３０ａは、アーム２３０ａ
が完全な中立位置に戻ることを制限する、例えば、フレーム２１０の一部に接触するタブ
（図示せず）などの機構を含んでもよい。
【００１８】
　例示的実施形態では、第１の作動アーム２３０ａ及び第２の作動アーム２３０ｂは、延
在部２３６ａ、２３６ｂと、アーム２３０ａ、２３０ｂが保持用タブ２２０に向かって屈
曲されるとき、保持用タブ２２０の１つ以上の表面に接触するように構成されている作動
斜面を含む作動要素２３７ａ、２３７ｂと、を有する、作動タブ２３５ａ、２３５ｂを含
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む。様々な例示的実施形態では、作動要素は、縁部、表面、面取り角部、又はアーム２３
０ａ、２３０ｂが保持用タブ２２０に向かって屈曲されるとき、保持用タブ２２０の１つ
以上の表面に接触し得る任意の他の好適な機構の形態で提供されてもよい（may be provi
de）。
【００１９】
　延在部２３６ａ、２３６ｂは、斜面２３７ａ、２３７ｂを、保持用タブ２２０に対して
所望の位置に位置付ける。例示的実施形態において、延在部２３６ａ、２３６ｂは、斜面
２３７ａ、２３７ｂを、保持用タブ２２０の近くに位置付け、斜面２３７ａ、２３７ｂが
中立位置と完全な作動位置との間の所望の移動距離以内で保持用タブ２２０に適切に接触
することを可能にする。停止面２３８ａ、２３８ｂとフレーム２１０との間の距離によっ
て、斜面２３７ａ、２３７ｂの移動距離を制限してもよい。様々な例示的実施形態では、
アーム２３０ａ、２３０ｂが中立又は保持位置にあるときの停止面２３８ａ、２３８ｂと
フレーム２１０との間の距離は、およそ１０ｍｍ～１ｍｍ、６ｍｍ～１．５ｍｍ、又はお
よそ２ｍｍである。このような距離で、意図しない作動の可能性を制限しつつ、使用者に
よる容易な作動が可能になり得る。完全な作動位置において、停止面２３８ａ、２３８ｂ
とフレーム２１０との距離は、およそ１ｍｍ未満、又はおよそ０ｍｍであってもよく、こ
れにより、停止面２３８ａ、２３８ｂは、フレーム２１０に接触し、完全な作動位置にあ
るとき、アーム２３０ａ、２３０ｂ及び斜面２３７ａ、２３７ｂの更なる移動を制限する
。
【００２０】
　図３に示す通り、例えば、保持用タブは、斜面２３７ａ、２３７ｂを補完する形状を有
する係合面２２７ａ、２２７ｂを含んでもよい。例示的実施形態では、作動斜面２３７ａ
、２３７ｂが中立位置から完全な作動位置に動かされる際、係合面２２７ａ、２２７ｂは
、保持用タブ２２０が上方へ滑らかに移動することを可能にする内向きの傾斜面である。
他の例示的な係合面は、丸みのある、又は面取りした縁部、又は他の好適な機構を含んだ
。
【００２１】
　ストラップ保持用装置２００は、取り付け要素２６０を更に含んでもよい。例示的な要
素において、取り付け要素２６０は、フレーム部材２１０ａなどのフレーム２１０から延
在し、概して保持タブ２２０から離れる方向に、かつ／又は保持タブ２２０の反対方向に
、フレーム２１０から離れるように延在する。取り付け要素２６０は、例えば、取り付け
られるような形状であり、かつ取り付けられるように構成された固定タブ２６１を含んで
もよい。例示的実施形態では、固定タブ２６１としては、１つ以上の凹部、空洞、突起部
、又は、例えば、ストラップ支持体などのハーネス組立体の補完的機構と相互作用し得る
他の好適な機構が挙げられる。よって、取り付け要素２６０を、例えば、図１に示すスト
ラップ保持用装置１００ａの構成と同様のストラップ支持体に、取り外し可能に取り付け
てもよい。いくつかの例示的実施形態では、取り付け要素２６０は、他のストラップ保持
用装置に取り付けられるように構成されてもよい。このように、第１及び第２のストラッ
プ又はストラップ部は、例えば、図１に示すストラップ保持用装置１００ｂ、１００ｃの
構成と同様の、本開示による第１及び第２のストラップ保持用装置によって、取り外し可
能に取り付けられてもよい。
【００２２】
　図４及び５は、例示的なストラップ保持用装置２００、及びストラップ保持用装置２０
０を通って位置付けられたストラップ３００を示す。本開示の例示的なストラップ保持用
装置２００のある特徴は、ストラップ保持用装置２００に対して画定される２つの基準平
面に照らして、理解され得る。第１の平面２８０は、アクチュエータアーム２３０ａ、２
３０ｂが中立位置と作動位置との間を動く際に形成される回転の平面に概ね平行である。
つまり、例示的実施形態では、アクチュエータアーム２３０ａ、２３０ｂを中立位置から
作動位置に動かすよう力が加わるとき、アクチュエータアーム２３０ａ、２３０ｂは、第
１の平面２８０において動く。第２の平面２９０は、ストラップ保持用装置２００を仮想
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の第１の半分及び第２の半分に分割する。第１の平面２８０及び第２の平面２９０は、互
いに、実質的に直角をなす、又は垂直である。様々な例示的実施形態では、第１の平面２
８０及び第２の平面２９０は、第１の平面２８０及び第２の平面２９０が垂直から５°の
範囲内、垂直から２°の範囲内、又はちょうど垂直であるように、実質的に垂直である。
【００２３】
　例示的実施形態では、保持用タブ２２０は、例えば、概ね、第１の平面２８０に平行で
あり、かつ第２の平面２９０に対して直角をなす軸線１－１の周りで、屈曲、枢動又は回
転してもよい。例えば、アクチュエータアーム２３０ａは、例えば、概ね、第１の平面２
８０に対して直角をなし、かつ第２の平面２９０に実質的に平行である軸線２－２の周り
で、屈曲、枢動又は回転してもよい。したがって、アクチュエータアーム２３０ａ及び作
動斜面２３７ａは、第１の平面２８０において、保持用タブ２２０に向かって可動である
。アクチュエータアーム２３０ａ及び作動斜面２３７ａが図４に示す中立位置から図５に
示す作動位置に動くと、作動斜面２３７ａは、保持用タブ２２０の係合面２２７ａに接触
して、第２の平面における保持用タブ２２０を動かす。つまり、例示的実施形態では、第
１の平面２８０におけるアーム２３０ａの運動は、第２の平面２９０における保持用タブ
２２０の動きをもたらす。
【００２４】
　ストラップ３００は、引っ張り部３１０及び自由端３２０を含む。引っ張り部３１０は
、個人保護装置に取り付けられてもよく、かつ呼吸保護装置などの個人保護装置を適切な
位置に維持する。例えば、張力部３１０がより長くなるように調整される場合、自由端３
２０は、ストラップの余長を提供し得る。図４に示す中立位置において、保持用タブ２２
０及び／又は保持用機構２２９は、ストラップ３００に接触し、かつストラップ３００に
対しフレーム２１０に向かって力を加え得る。ストラップ３００に加えた力によって、ス
トラップ３００を、フレーム２１０に対して挟持し得、ストラップチャネル２２８を通る
ストラップ３００の動きを制限する。
【００２５】
　ストラップ保持用装置２００を含む個人保護装置が、使用のために位置付けられるとき
、例えば、概して、矢印３６１の示す方向に自由端３２０を引くことにより、引っ張り部
３１０を短くすることができ、かつ、ストラップを締めることができる。自由端３２０を
方向３６１に引くと、保持用タブ２２０は、例えば、曲がり、屈曲し、又は枢動し得、か
つストラップ３００に加えられる力を小さくして、ストラップがストラップチャネル２２
８の中及び／又はフレーム部２１０ｂの上を通ることを可能にし得る。自由端３２０が解
放されると、保持用タブ２２０は、ストラップ３００をフレーム２１０に対して挟持して
、ストラップ３００を保持し、かつ引っ張り部３１０における張力を維持する。例示的実
施形態では、自由端３２０を引くことによって、ストラップ３００は、ストラップチャネ
ル２２８を通って動かされ得、引っ張り部３１０は、短くされ得るが、張力部３１０を引
くことによって、ストラップ３００がストラップチャネル２２８を通って動かされて張力
部３１０が長くされることにはならない。更なる張力により、保持用タブ２２０をフレー
ム２１０に引き寄せるようにして、ストラップ３００に加える力を大きくし、かつストラ
ップチャネル２２８を通るストラップ３００の動きを更に制限してもよい。
【００２６】
　使用者が、例えば、図５に示す作動位置に向けて作動用アームを内向きに押すことによ
り、引っ張り部３１０を容易に長くして、ストラップ３００を緩めることができる。使用
者が作動アーム２３０ａ、２３０ｂを圧搾すると、作動斜面２３７ａ、２３７ｂが保持用
タブ２２０の係合面に接触することによって、保持用タブが第２の平面２９０において動
かされる。保持用タブ２２０の動きにより、保持用タブとフレーム２１０の一部との間の
空間が大きくなり、これにより、ストラップ３００は、ストラップチャネル２２８を通っ
て、より容易に摺動し得る。作動位置における作動斜面２３７ａ、２３７ｂ、及び保持用
タブ２２０が上げられると、使用者は、例えば、張力部３１０を方向３６２に引くことに
より、ストラップ３００の引っ張り部３１０を容易に長くして、使用者の周りの装置を緩
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め得る。
【００２７】
　ストラップ保持用装置２００の構成要素及び機構を、別々に形成した後に結合して、ス
トラップ保持用装置２００を形成してもよい。例示的実施形態では、フレーム２１０、保
持用タブ２２０、及び１つ以上の作動アーム２３０は、射出成形などにより、一体型部品
として、一体的に形成される。他の例示的実施形態では、１つ以上の構成要素を、別々に
形成した後に、超音波溶接又は他の好適な技術により結合し、一体型ストラップ保持用装
置２００を形成してもよい。一体型構造体は、必要な組立て又はプロセス工程がほとんど
ないか、又はなく、容易に製造することができる、簡素で比較的安価なストラップ保持用
装置を提供する。ストラップ保持用装置２００は、実質的に垂直であり得る異なる平面に
おいて、アクチュエータアーム２３０ａ、２３０ｂ及び保持用タブ２２０が、それぞれ、
屈曲、枢動、又は回転できるようにしつつ、一体型構造体を提供し得るように、形成され
る。
【００２８】
　保持用タブ２２０及びアクチュエータアーム２３０ａ、２３０ｂ及び／又はストラップ
保持用装置２００全体は、ストラップ保持用装置２００を通って位置付けられたストラッ
プに適切な力を加える保持用タブ２２０の能力を示しつつ、通常の曲げ及び屈曲の範囲に
わたって弾性変形を可能にする好適な特性を有する材料から形成してもよい。例示的実施
形態では、保持用タブ２２０及び／又はアクチュエータアーム２３０ａ、２３０ｂは、Ｆ
ｌｉｎｔ　Ｈｉｌｌｓ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ（Ｗｉｃｈｉｔａ，Ｋａｎｓａｓ）から入手
可能な商標名Ｐ５Ｍ４Ｋ－０４６を有する材料などのポリプロピレンから作製される。他
の好適な材料としては、プラスチック、ポリエチレン、アクリロニトリルブタジエンスチ
レン（ＡＢＳ）、金属、ばね鋼、当該技術分野で既知の他の好適な材料、及びこのような
材料の好適な組み合わせが挙げられる。
【００２９】
　アクチュエータアームを完全な作動位置に動かすために必要な力は、アクチュエータア
ーム２３０ａ、２３０ｂの寸法及び幾何学的形状、アクチュエータアーム２３０ａ、２３
０ｂの材料特性、及び保持用タブ２２０を動かすのに必要な力に、ある程度依存してもよ
い。例えば、アクチュエータアーム２３０ａ、２３０ｂを作動位置に動かすのに必要な力
を、使用者によってアクチュエータアーム２３０ａ、２３０ｂが容易に作動位置まで動く
ほど十分に低いが、例えば、ストラップを意図せずに緩ませ得る意図しない又は意図的で
ない作動が起こりそうもないほど十分に高くなるように選択してもよい。例示的実施形態
では、約５５０ｇの総作動力（total actuating force）Ｆを加えることによって、作動
アーム２３０ａ、２３０ｂが、完全な作動位置に達し、かつ保持用タブ２２０を第２の平
面２９０において動かすことになる。完全な作動位置において、約５５０ｇの復元力は、
アクチュエータアーム２３０ａ、２３０ｂによって同様に発揮されて、アーム２３０ａ、
２３０ｂを中立位置に復帰させる。様々な例示的実施形態では、復元力Ｆは、約５０ｇ～
１０００ｇ、又は約２５０ｇ～７５０ｇである。
【００３０】
　例示的実施形態では、ストラップ保持用装置２００は、個人保護装置の有効寿命を通し
て使用し得る、堅牢なストラップ保持用装置を提供する。例示的実施形態では、ある程度
、アーム２３０ａ、２３０ｂの屈曲が弾性範囲（elastic regime）に望ましく制限される
ため、アーム２３０ａ、２３０ｂは、中立位置から作動位置に何度も動き得る。様々な例
示的実施形態では、ストラップ保持用装置２００は、ストラップ保持用装置２００が機能
することを妨げる割れも破損もなく、中立位置と作動位置との間で、１０，０００回、１
００，０００回、又は１００，０００回超、屈曲され得る、アーム２３０ａ、２３０ｂを
提供する。
【００３１】
　図６及び７は、本開示によるストラップ保持用装置６００の例示的実施形態を示す。ス
トラップ保持用装置６００は、フレーム６１０と、保持用タブ６２０と、作動アーム６３
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０ａ、６３０ｂなどの１つ以上の作動アームと、を含む。フレーム６１０は、第１の作動
アーム６３０ａ及び第２の作動アーム６３０ｂによって結合された、第１のフレーム部６
１０ａ及び第２のフレーム部６１０ｂを含む。作動アーム６３０ａ、６３０ｂは、湾曲し
た構成を示し、かつ、概して、第１のフレーム部６１０ａと第２のフレーム部６１０ｂと
の間で外向きに湾曲している。
【００３２】
　上記のストラップ保持用装置２００と同様、保持用タブ６２０は、フレーム部６１０ａ
に枢動可能に接続されており、これにより、保持用タブ６２０は、例えば、軸線１－１な
どの軸線に対して枢動又は回転し得る。中立位置において、保持用タブ６２０及び／又は
挟持部６２１は、ストラップチャネル６２８を通して位置付けられたストラップに対して
力を加え得る。
【００３３】
　例示的実施形態では、第１の作動アーム６３０ａ及び第２の作動アーム６３０ｂは、フ
レーム６１０に接続されており、第１のフレーム部６１０ａと第２のフレーム部６１０ｂ
との間に延在し、かつフレーム部６１０ａ及び６１０ｂそれぞれに接続された端部を有す
る。使用者が保持用タブ６２０に向かって概ね内向きにアーム６３０ａ、６３０ｂを圧搾
するなど、アーム６３０ａ、６３０ｂの長さに沿って力を加えることによって、アーム６
３０ａ、６３０ｂは、屈曲する、かつ／又は真っ直ぐになる。アーム６３０ａ、６３０ｂ
は、図６に示す位置などの、湾曲した中立位置に向かって付勢されており、これにより、
使用者からの力が取り除かれると、アーム６３０ａ、６３０ｂは、湾曲した中立位置に戻
る。
【００３４】
　作動アーム６３０ａ、６３０ｂは、それぞれ、作動斜面６３７ａ、６３７ｂを有する（
having and actuation ramps 637a, 637b）、作動タブ６３５ａ、６３５ｂを含む。作動
斜面６３７ａ、６３７ｂは、アーム６３０ａ、６３０ｂが、保持用タブ６２０に向かって
、屈曲され、かつ／又は真っ直ぐにされるとき、保持用タブ６２０の表面に接触するよう
に構成されている。図６に示す中立位置において、保持用タブ６２０及び／又は保持用機
構６２９は、ストラップ（図示せず）に接触し、かつストラップに対してフレーム６１０
に向かって力を加え得る。ストラップに加えられる力によって、ストラップを、フレーム
６１０に対して挟持し得、ストラップチャネル６２８を通るストラップの動きを制限する
。使用者が、作動用アームを、例えば、図７に示す作動位置に向かって内向きに押すこと
により、ストラップを容易に長くし、かつストラップを緩め得る。使用者が作動アーム６
３０ａ、６３０ｂを圧搾するとき、作動アーム６３０ａ、６３０ｂが、屈曲し、かつ／又
は真っ直ぐになることによって、作動斜面６３７ａ、６３７ｂは、第１の平面において動
かされ、保持用タブ６２０の係合面に接触し、保持用タブ６２０は、第２の平面において
動かされる。保持用タブ６２０の動きによって、保持用タブ６２０とフレーム６１０の一
部との間の空間が大きくなり、これにより、ストラップは、ストラップチャネル６２８を
、より容易に通過し得る。作動位置における作動斜面６３７ａ、６３７ｂ、及び保持用タ
ブ６２０が上げられると、使用者は、ストラップを容易に長くし得る。
【００３５】
　図８は、それぞれ、取り付け要素８６０及び９６０を有するストラップ保持用装置８０
０及び９００の例示的実施形態を示す。上記のストラップ保持用装置２００及び６００と
同様、第１のストラップ保持用装置８００及び第２のストラップ保持用装置９００として
は、フレーム８１０、９１０、フレーム８１０、９１０に枢動可能に接続された保持タブ
８２０、９２０、ストラップチャネル８２８、９２８、及び、それぞれ、フレーム（fame
s）８１０、９１０に接続されている、第１の作動アーム８３０ａ、８３０ｂ、及び第２
の作動アーム９３０ａ、９３０ｂが挙げられる。第１の作動アーム８３０ａ、８３０ｂ、
及び第２の作動アーム９３０ａ、９３０ｂは、作動斜面を含み、作動斜面は、第１の平面
において保持タブ８２０、９２０に向かって可動であり、保持タブ８２０、９２０の表面
に接触し、かつ、第１の平面に対して実質的に垂直である第２の平面において、保持タブ
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８２０、９２０を動かす。第１及び第２のストラップを、ストラップチャネル８２８、９
２８内に位置付けてもよい。
【００３６】
　第１のストラップ保持具８００は、第２のストラップ保持具９００の第２の取り付け要
素９６０に取り付け可能な第１の取り付け要素８６０を含む。よって、第１の取り付け要
素８６０及び第２の取り付け要素９６０は、例えば、図１のストラップ保持用装置１００
ｂ、１００ｃの構成と同様、第１及び第２のストラップ又はストラップ部が取り外し可能
に取り付けられることを可能にし、一方、第１及び第２のストラップ又はストラップ部を
容易に引っ張る、又は緩めることを可能にする。第１及び第２の取り付け要素は、第１及
び第２のストラップ保持用装置を取り付けることを可能にする、任意の好適な取り付け機
構を含んでもよい。例示的実施形態では、第１のストラップ保持用装置８００及び第２の
ストラップ保持用装置９００は、取り外し可能に取り付けられ、かつ、ストラップが安全
であり、意図せずに外れそうもないが、第１のストラップ保持用装置８００と第２のスト
ラップ保持用装置９００との間の枢動又は相対回転を可能にするように、取り付けられて
いる。
【００３７】
　例示的実施形態では、第１の取り付け要素８６０は、フック８６１を含み、第２の取り
付け要素９６０は、ループ９６１を含む。ループ９６１を、第１及び第２の取り付け要素
を取り付けるためのフック８６１の中に位置付けてもよい。使用する際、第１のストラッ
プ保持用装置８００及び第２のストラップ保持用装置９００の中に位置付けられたストラ
ップの張力によって、第１の取り付け要素８６０と第２の取り付け要素９６０との分離を
防止する。例示的実施形態では、第１の取り付け要素８６０は、概ね平坦な部材８６２を
更に含む。第１の取り付け要素８６０及び第２の取り付け要素９６０が取り付けられてい
るとき、平坦部材８６２は、取り付けに剛性を提供し、これにより、第２のストラップ保
持用装置９００は、所望の向きに維持される。このように、１つ以上のストラップの張力
により生じるストラップ保持用装置８００、９００の圧力は、ストラップ保持用装置８０
０、９００が接触し得る着用者の身体表面にわたって均等に分散され、これにより、着用
者の身体に当たる圧力の集中する領域は、ない。第１の取り付け要素８６０及び第２の取
り付け要素９６０は、バックル、コネクタ、締り嵌め、面ファスナ、又は第１及び第２の
ストラップ保持用装置を取り付け可能にし得る、当該技術分野において既知の他の好適な
機構などの、他の好適な取り付け要素を含んでもよい。
【００３８】
　図９、１０、及び１１は、ストラップ保持用装置９００を第１の向き又は第２の向きで
使用し得るような、リバーシブルの、本開示によるストラップ保持用装置９００の例示的
実施形態を示す。図９及び１０は、それぞれ、ストラップ保持用装置９００の正面図及び
後面図を示し、図１１は、作動位置にあるストラップ保持用装置９００を示す。
【００３９】
　ストラップ保持用装置９００は、フレーム９１０、保持用タブ９２０、及び作動アーム
９３０ａ、９３０ｂなどの１つ以上の作動アームを含む。フレーム９１０は、第１の作動
アーム９３０ａ及び第２の作動アーム９３０ｂによって結合された、第１のフレーム部９
１０ａ及び第２のフレーム部９１０ｂを含む。作動アーム９３０ａ、９３０ｂは、湾曲し
た構成を示し、かつ、概して、第１のフレーム部９１０ａと第２のフレーム部９１０ｂと
の間で外向きに湾曲している。
【００４０】
　例示的実施形態では、上記のストラップ保持用装置２００と同様、保持用タブ９２０は
、フレーム部９１０ａに枢動可能に接続され得、これにより、保持用タブ９２０は、例え
ば、軸線１－１などの軸線に対して枢動又は回転し得る。中立位置において、保持用タブ
９２０及び／又は挟持部９２１は、ストラップチャネル９２８を通して位置付けられたス
トラップに対して力を加え得る。
【００４１】
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　例示的実施形態では、第１の作動アーム９３０ａ及び第２の作動アーム９３０ｂは、フ
レーム９１０に接続されており、第１のフレーム部９１０ａと第２のフレーム部９１０ｂ
との間に延在し、かつフレーム部９１０ａ及び９１０ｂそれぞれに接続された端部を有す
る。使用者が保持用タブ９２０に向かって概ね内向きにアーム９３０ａ、９３０ｂを圧搾
するなど、アーム９３０ａ、９３０ｂの長さに沿って力を加えることで、アーム９３０ａ
、９３０ｂは、屈曲する、かつ／又は真っ直ぐになる。アーム９３０ａ、９３０ｂは、図
９に示す位置などの、湾曲した中立位置に向かって付勢されており、これにより、使用者
からの力が取り除かれると、アーム９３０ａ、９３０ｂは、湾曲した中立位置に戻る。
【００４２】
　作動アーム９３０ａ、９３０ｂは、作動斜面などの作動要素を有する作動タブ９３５ａ
、９３５ｂを含む。作動斜面は、アーム９３０ａ、９３０ｂが、保持用タブ９２０に向か
って、屈曲され、かつ／又は真っ直ぐにされるとき、保持用タブ９２０の表面に接触する
ように構成されている。例示的実施形態では、作動タブ９３５ａ、９３５ｂは、作動アー
ム９３０ａ及び９３０ｂの内側表面９３９ａ、９３９ｂから延在する。作動要素は、スト
ラップ保持用装置９００の前側と後側に、それぞれ、前斜面９３７ａ及び９３７ｂ、並び
に後斜面９３８ａ、９３８ｂを含み得る。例示的実施形態では、作動アーム及び作動要素
は、前方及び後方から見て対称である。したがって、ストラップは、前から後へ、又は後
から前へ、ストラップチャネル９２８に挿通され得、使用者は、ストラップを取り付ける
際、ストラップ保持用装置９００の向きを考慮しなくてもよい。
【００４３】
　図９に示す中立位置において、保持用タブ９２０及び／又は保持用機構９２９（図１１
）は、ストラップ（図示せず）に接触し、かつストラップに対しフレーム９１０に向かっ
て力を加え得る。ストラップに加えられる力によって、ストラップを、フレーム９１０に
対して挟持し得、ストラップチャネル９２８を通るストラップの動きを制限する。使用者
は、例えば、図１１に示す作動位置に向かって作動用アームを内向きに押すことにより、
ストラップを容易に緩めることができる。前斜面９３７ａ、９３７ｂ、及び後斜面９３８
ａ、又は９３８ｂなどの第１の作動要素は、第１の平面において、中立位置から作動位置
に可動であり、作動位置において、前斜面９３７ａ及び／又は９３７ｂにより保持タブが
第２の平面において前斜面９３７ａ及び／又は９３７ｂから外向きの方向に動かされる。
前斜面９３７ａ、９３７ｂ、及び後斜面９３８ａ、又は９３８ｂなどの第１の作動要素は
、第１の平面において、中立位置から作動位置に更に可動であり、作動位置において、後
斜面９３８ａ及び／又は９３８ｂにより保持タブが第２の平面において後斜面９３８ａ及
び／又は９３８ｂから外向きの方向に動かされる。つまり、保持タブ９２０は、１つ以上
の前斜面９３７ａ、９３７ｂが保持タブ９２０に接触しているか、又は１つ以上の後斜面
９３８ａ、９３８ｂが保持タブ９２０に接触しているかによって、前方向又は後方向に、
外向きに枢動し得る。使用者が作動アーム９３０ａ、９３０ｂを圧搾すると、作動アーム
９３０ａ、９３０ｂは、屈曲する、かつ／又は真っ直ぐになることによって、前斜面９３
７ａ、９３７ｂが第１の平面において動かされ、保持用タブ９２０の係合面に接触し、か
つ保持用タブ９２０が第２の平面において、前斜面９３７ａ、９３７ｂから外向きの方向
に動かされる。あるいは、使用者が作動アーム９３０ａ、９３０ｂを圧搾すると、作動ア
ーム９３０ａ、９３０ｂが、屈曲し、かつ／又は真っ直ぐになることによって、作動後斜
面９３８ａ、９３８ｂが第１の平面において動かされ、保持用タブ９２０の係合面に接触
し、かつ保持用タブ９２０が第２の平面において、後斜面９３８ａ、９３８ｂから外向き
の方向に動かされる。作動アーム９３０ａ、９３０ｂを真っ直ぐにすることによる、保持
用タブ９２０の動き及びフレーム９１０の一部の前進で、保持用タブ９２０とフレーム９
１０の一部との間の空間が大きくなり、これにより、ストラップは、ストラップチャネル
９２８を、より容易に通過し得る。作動位置における前斜面９３７ａ、９３７ｂ又は後斜
面９３８ａ、９３８ｂ、及び保持用タブ９２０が上げられると、使用者は、ストラップを
容易に長くし得る。
【００４４】
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　本開示によるストラップ保持用装置は、いくつかの利点を提供する。第１の平面におけ
る作動斜面の動きにより保持用タブが第２の平面において動くストラップ保持用装置は、
１つ以上の作動アームを単に圧搾する又は押圧することによって、ストラップ調整を行う
ことを可能にする。このような構成によって、片手での操作、又は器用さを制限し得る手
袋を着用した使用者による操作が容易になる。例えば、保持用タブ２２０などの保持用タ
ブは、使用者が直接操作し得るが、このような操作は、片手のみ、又は手袋を着用した手
では難しい場合があり、使用者が、ストラップの、例えば、引っ張り部を、迅速かつ容易
に長くする能力を制限し得る。更に、従来の装置は、単にストラップを引くことにより、
ストラップを短くする、又は引っ張ることができる場合もあるが、本開示によるストラッ
プ保持用装置により、ストラップを容易に長くする、又は緩めることもできる。
【００４５】
　上記の発明を実施するための形態及び実施例は、あくまで明確に理解されるよう示した
ものである。発明を実施するための形態及び実施例から無用の限定はないと理解すべきで
ある。本開示の範囲から逸脱することなく、記載された実施形態では多くの変更を行い得
ることが、当業者には明白であろう。上記の実施形態のいずれかに関して記載されたいず
れかの特徴又は特性を、個別に、又は他のいずれかの特徴又は特性と組み合わせて組み込
むことができ、単に明確性のために上記の順序及び組み合わせで提示する。したがって、
本開示の範囲は、本明細書に記載された厳密な詳細及び構造に限定されるべきではなく、
それよりもむしろ、特許請求の範囲の文言によって説明される構造、及びそれらの構造の
等価物によって限定されるべきである。

【図１】

【図２】

【図３】
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